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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年6月14日(2018.6.14)

【公開番号】特開2017-16950(P2017-16950A)
【公開日】平成29年1月19日(2017.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2015-134377(P2015-134377)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月24日(2018.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極、セパレータ及び電解液を電池容器内に備えるリチウムイオン二次電池であ
って、前記負極は、集電体と前記集電体に塗布された負極合材とを有し、前記負極合材は
負極活物質及び負極用バインダを含み、前記負極用バインダがアクリル系樹脂及びポリフ
ッ化ビニリデンを含有するリチウムイオン二次電池。
【請求項２】
　前記アクリル系樹脂が、ニトリル基含有単量体由来の構造単位を含む、請求項１に記載
のリチウムイオン二次電池。
【請求項３】
　前記アクリル系樹脂が、更にカルボキシル基含有単量体由来の構造単位を含む、請求項
２に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項４】
　前記ニトリル基含有単量体由来の構造単位１モルに対する前記カルボキシル基含有単量
体由来の構造単位の比率が、０．０１モル～０．２モルである請求項３に記載のリチウム
イオン二次電池。
【請求項５】
　前記アクリル系樹脂が、更に下記式（ＩＩ）で表される単量体由来の構造単位を含む請
求項２～請求項４のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
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【化１】

（式中、Ｒ１は水素又はメチル基、Ｒ２は水素又は１価の炭化水素基、ｎは１～５０の整
数である）
【請求項６】
　前記アクリル系樹脂が、更に下記式（ＩＩＩ）で表される単量体由来の構造単位を含む
請求項２～請求項５のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
【化２】

（式中、Ｒ３は水素又はメチル基、Ｒ４は炭素数４～１００のアルキル基である）
【請求項７】
　前記アクリル系樹脂と前記ポリフッ化ビニリデンとの質量比が８０：２０～１０：９０
である請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項８】
　前記アクリル系樹脂が、前記負極合材の全量に対して５質量％以下である請求項１～請
求項７のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項９】
　前記負極合材の質量に対する前記負極用バインダの含有割合が、０．１質量％～２０質
量％である請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項１０】
　前記負極活物質が炭素材料であり、Ｘ線回折法（ＸＲＤ）から測定される炭素網面層間
（ｄ（００２））が０．３３ｎｍ～０．４０ｎｍである請求項１～請求項９のいずれか１
項に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項１１】
　前記負極活物質がリチウム電位に対して０．１Ｖとなる電位における充電状態（Ｓｔａ
ｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）が６０％以上である請求項１～請求項１０のいずれか１項に
記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項１２】
　前記負極合材の密度が、０．７ｇ／ｃｍ３～２ｇ／ｃｍ３である請求項１～請求項１１
のいずれか１項に記載のリチウムイオン二次電池。
【請求項１３】
　前記負極合材のスラリーのＴＩ値が、２．０以上である請求項１～請求項１２のいずれ
か１項に記載のリチウムイオン二次電池。
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